
※カッコ内の金額は、西都市外の事業者が工事を実施するか、または市外事業者から新築住宅を購入した場合の金額となります。

子育て世帯住宅取得等助成金

夫婦のいずれかが４０歳未満である。

もしくは、中学生以下の子どもを養育している。

自治会へ加入（予定）

している。

市内の事業者により、新

築工事を行う予定である。

市内の事業者により、

住宅の改修を予定し

ている。

新築住宅を工事（購入含

む）した。又は予定してい

る。

中古住宅を購入（予定）

している。

平成２８年４月１日以降に

転入し、３年以上市外に

在住していた。

住宅を改修（予定）

している。

平成２８年４月１日以降に

転入し、３年以上市外に

在住していた。

最高
100

（70）

万円

該 当 な し

商工観光課へ
新築住宅ﾘﾌｫｰﾑ補

助金の該当あり

はい

はい

はい はい

はい いいえ はい はいいいえ いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ

最高
５０

（20）

万円

最高

５０
万円

最高

３０
万円

最高

２０
万円


